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料

画
凶
出

資

日
本
に
お
け
る
表
示
規
制
の
現
状
と
課
題

I 

問
題
状
況

現
在
、
日
本
で
は
、
食
肉
の
不
当
表
示
事
件
に
端
を
発
し
て
、
食
品
全

般
の
表
示
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
食
肉
の
不
当
表
示
に
つ
い

て
は
、
①
普
通
の
肉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
地
域
の
銘
柄
の
肉

(
そ
れ
故
、
値
段
も
高
い
肉
)
と
し
て
表
示
、
②
外
国
産
の
肉
を
日
本
産

の
肉
(
そ
れ
故
、
値
段
の
高
い
肉
)
と
し
て
表
示
す
る
例
が
多
発
し
て
い

る
。
①
は
日
本
国
内
の
原
産
地
を
偽
っ
て
表
示
す
る
例
で
あ
り
、
②
は
原

産
国
を
偽
っ
て
表
示
す
る
例
で
あ
る
。
ま
た
、
食
品
全
般
に
つ
い
て
は
、

向

直

hr
口
u

LS早

田

原
産
地
ま
た
は
原
産
国
虚
偽
表
示
以
外
に
、
消
費
期
限
や
賞
味
期
限
(
品

質
保
持
期
限
)
の
す
ぎ
た
食
品
の
ラ
ベ
ル
を
張
り
替
え
て
、
ま
だ
そ
の
期

(1) 

限
が
到
来
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
売
る
例
が
み
ら
れ
る
。

表
示
は
、
消
費
者
が
食
品
を
購
入
す
る
際
の
目
安
と
な
る
重
要
な
情
報

源
で
あ
る
。
正
し
い
情
報
が
消
費
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
、
消
費
者
の

選
択
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
当
表
示
ま
た
は
虚
偽
表
示
は

消
費
者
の
食
品
選
択
を
誤
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
消
費
者
の
知
ら
さ
れ

る
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
み
な
ら
ず
、
市
場
経
済
体
制
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
を
通
じ
て
、
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商
品
・
役
務
の
需
要
と
供
給
の
変
化
に
応
じ
て
価
格
が
敏
速
か
つ
柔
軟
に

変
動
し
、
ど
の
よ
う
な
商
品
・
役
務
を
ど
れ
だ
け
供
給
す
る
か
に
つ
い
て

の
消
費
者
の
選
好
が
、
生
産
や
流
通
に
的
確
に
反
映
さ
れ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
さ
れ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
消
費
者
の
選
択
に
よ
っ

て
経
済
運
営
の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
経
済
学
の
分
野

(2) 

で
は
、
消
費
者
主
権
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
当
表
示
・

虚
偽
表
示
は
、
市
場
経
済
体
制
の
根
幹
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
も
な
る
の
で

あ
る
。

東アジア文化と近代法 (14)

日
本
に
お
け
る
食
品
の
表
示
に
関
す
る
法
律
に
は
、
「
食
品
衛
生
法
」
、

「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」

(E'

宮口
2
0
〉加ロ

E
E
E
∞
S
E
R色
以
下
、
「
』
〉
∞
法
」
と
い
う
)
お
よ
び
「
不

当
景
品
類
及
、
び
不
当
表
示
防
止
法
」
(
以
下
、
「
景
品
表
示
法
」
と
い
う
)

(3) 

等
が
あ
る
。
食
品
衛
生
法
は
、
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生

を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
(
同
法
一
条
)
と
し
、
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ

た
食
品
を
主
た
る
表
示
対
象
品
目
と
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
が
所
管
し

て
い
る
o

』
〉
∞
法
は
、
一
般
消
費
者
の
選
択
に
資
す
る
た
め
に
農
林
物
資

の
品
質
に
関
す
る
適
正
な
表
示
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
(
同
法
一
条
)

と
し
、
消
費
者
向
け
の
す
べ
て
の
飲
食
料
品
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
農
林
水
産
省
が
所
管
し
て
い
る
。
景
品
表
示
法
は
、
公
正
な
競
争
を

確
保
し
、
も
っ
て
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
(
同
法

一
条
)
と
し
て
い
て
、
表
示
の
対
象
は
食
品
を
含
む
す
べ
て
の
商
品
お
よ

び
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
(
正
式
に
は
、
「
私
的
独
占
の
禁
止

及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
)
の
付
属
法
規
と
し
て
、

公
正
取
引
委
員
会
が
所
管
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
食
品
の
品
質
表
示
に

関
す
る
一
般
法
で
あ
る
』
〉
∞
法
と
食
品
を
含
む
す
べ
て
の
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
表
示
の
一
般
法
で
あ
る
景
品
表
示
法
を
取
り
上
げ
る
。

H 

主
的
法
に
よ
る
不
当
表
示
規
制

(4) 

1
.
品
質
表
示
基
準
制
度

こ
れ
は
、
消
費
者
の
商
品
選
択
に
資
す
る
た
め
に
、
製
造
業
者
や
販
売

業
者
に
品
質
表
示
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
は
、

F
∞
規
格
が

制
定
さ
れ
て
い
る
農
林
物
資
、
ま
た
は
同
〉
的
規
格
の
制
定
が
困
難
で
あ

る
農
林
物
資
で
あ
っ
て
一
般
消
費
者
が
購
入
に
際
し
て
品
質
を
識
別
す
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
品
質
表
示
基
準
を
定
め
、
製

造
業
者
・
販
売
業
者
に
表
示
を
義
務
付
け
て
い
た
。

最
近
の
食
品
に
対
す
る
消
費
者
の
関
心
の
高
ま
り
等
か
ら
、
消
費
者
の

商
品
選
択
の
目
安
と
な
る
情
報
を
く
ま
な
く
正
確
に
伝
え
る
必
要
が
あ
り
、

一
九
九
九
年
の
主
的
法
改
正
に
よ
り
、
一
般
消
費
者
向
け
の
す
べ
て
の

飲
食
料
品
に
つ
い
て
横
断
的
な
品
質
表
示
基
準
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
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料

な
っ
た
。

資

2
.
表
示
の
対
象

ω
生
鮮
食
品

生
鮮
食
品
(
農
産
物
・
畜
産
物
・
水
産
物
)
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
二

O
O
O
年
三
月
コ
二
日
に
告
示
さ
れ
た
「
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
」
に

基
づ
き
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
、
一
般
消
費
者
向
け
に
販
売
さ
れ
る
す
べ

て
の
生
鮮
食
品
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
生
鮮
食
品
に
必
要
と
さ
れ
る
表
示

事
項
は
、
「
名
称
」
と
「
原
産
地
」
で
あ
る
。
な
お
、
水
産
物
に
つ
い
て

は
、
「
名
称
」
と
「
原
産
地
」
以
外
に
、
①
冷
凍
し
た
も
の
を
解
凍
し
た

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
「
解
凍
」
お
よ
び
②
養
殖
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
「
養
殖
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

間

加

工

食

品

加
工
食
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
二

O
O
O
年
三
月
コ
二
日
に
告
示
さ

れ
た
「
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
」
に
基
づ
き
、
二
O
O
一
年
四
月
一
日

か
ら
、
一
般
消
費
者
向
け
に
販
売
さ
れ
る
す
べ
て
の
加
工
食
品
に
適
用
さ

れ
て
い
る
。
加
工
食
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
①
「
名
称
」
、
②
「
原
材

料
」
、
③
「
内
容
量
」
、
④
消
費
期
限
ま
た
は
賞
味
期
限
」
、
⑤
「
保
存
方

法
」
、
⑥
「
製
造
者
」
を
、
容
器
ま
た
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
一
括

し
て
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

同
伝
子
組
換
え
食
品
の
表
示

遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
二

O
O
O
年
三
月
三
一
日

に
告
示
さ
れ
た
「
遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
品
質
表
示
基
準
」
に
基
づ
き
、

二
O
O
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
示
は
、
消
費
者

の
商
品
選
択
の
た
め
の
情
報
提
供
と
い
う
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
省
に
お

い
て
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
つ
い
て
表
示
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。
表
示
の
対
象
と
な
る
食
品
は
、
農
産
物
お
よ
び
こ
れ

を
原
料
と
す
る
加
工
食
品
で
あ
っ
て
、
加
工
後
も
組
み
換
え
ら
れ
た

D
N

A
ま
た
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
タ
ン
パ
ク
質
が
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

農
産
物
五
作
物
、
加
工
食
品
三
O
食
品
群
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
(
二

O

O
二
年
八
月
現
在
)
。

jヒi去54(5・78)1622

3
.
監
視
体
制
と
罰
則

品
質
表
示
基
準
の
監
視
は
、
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
や
食
糧
事

務
所
等
が
行
う
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
、
応
舗
調
査
や
市
販
品
の
買
い
上
げ

調
査
を
通
じ
て
、
品
質
表
示
基
準
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
製
造
業
者
・
販

売
業
者
に
対
し
て
改
善
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

品
質
表
示
基
準
を
守
ら
な
い
製
造
業
者
・
販
売
業
者
に
対
し
て
、
農
林

水
産
大
臣
は
、
基
準
を
守
る
べ
き
旨
の
指
示
を
行
う
。
指
示
を
受
け
た
に



も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
農

林
水
産
大
臣
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。
公
表
後
も
指
示
に
従
わ
な
い
場

合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
改
善
措
置
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
な
お
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
罰
則

が
謀
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
五

O
万
以
下
の
罰
金
)
。

東アジア文化と近代法(14)

4
・
』
〉
∞
法
の
改
正

(5) 

不
当
表
示
に
対
す
る
監
視
体
制
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
、

農
林
水
産
省
は
、
全
国
の
消
費
者
一
、
二

O
O
人
に
よ
る
「
食
品
表
示
ウ

オ
ッ
チ
ヤ

l
制
度
」
を
導
入
し
、
視
監
体
制
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
非
難

に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
消
費
者
の
視
点
か
ら
食
品
表
示
を
見
る
と
い

う
、
こ
の
制
度
が
、
真
に
消
費
者
の
た
め
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
ウ
オ
ッ

チ
ヤ
ー
が
入
手
し
た
情
報
を
ど
の
よ
う
に
行
政
に
生
か
す
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
表
示
行
政
が
、
製
造
業
者
・
販
売
業
者
の
善
意
や
モ
ラ
ル
に

大
き
く
依
存
し
て
い
た
た
め
、
罰
則
の
適
用
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
罰
則
の
甘
さ
を
批
判
さ
れ
て
、
農
林
水
産
省
は
、
次
の
よ
う
な

罰
則
の
強
化
に
踏
み
切
っ
た
。
品
質
表
示
基
準
に
違
反
し
て
い
る
製
造
業

者
・
販
売
業
者
に
対
し
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
ま
ず
指
示
を
行
う
。
そ
の

際
、
原
則
と
し
て
、
①
違
反
し
た
事
業
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住

所
、
②
違
反
の
事
実
、
③
指
示
の
内
容
を
公
表
す
る
。
そ
の
事
業
者
が
指

示
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
事
業
者
に
対
し
て
改
善
命
令
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
罰
則

を
課
す
こ
と
に
な
る

(
個
人
に
は
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一

O
O
万
円

以
下
の
罰
金
、
法
人
に
は
一
億
円
以
下
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
)

0

5

4
括

法
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
』
〉
∞
法
の
運
用
が
ど
う
変
わ
る
か
で
あ
る
。

罰
則
を
強
化
し
て
も
運
用
が
従
来
と
変
わ
ら
な
け
れ
ば
絵
に
措
い
た
餅
に

な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
農
林
水
産
省
は
、
元
々
、
農
業
・
水
産
業
、

食
品
製
造
・
販
売
業
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
役
所
で
あ
り
、
消

費
者
の
方
を
向
い
た
行
政
を
積
極
的
に
や
っ
て
き
た
と
は
と
て
も
言
え
な

い
。
業
界
の
保
護
育
成
の
行
政
か
ら
消
費
者
の
た
め
の
行
政
へ
の
転
換
、

(6) 

行
政
の
姿
勢
の
転
換
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
我
々
消
費
者
も
行
政
(
固
)
に
任
せ
き
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、

消
費
者
が
行
政
を
働
か
せ
る
仕
組
み
を
ど
う
作
る
か
模
索
す
る
必
要
が
あ

る
0

』
〉
∞
法
に
は
、
不
当
表
示
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
政
が
適
切
な

措
置
を
と
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
「
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
申
し
出

て
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
一
一
一
条
)

と
の
定
め
が
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
に
は
措
置
を
と
る
義
務
が
生
じ
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
消
費
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
措
置
を
と
ら
な
い
こ

北法54(5・79)1623



キヰ

と
を
不
服
と
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

制
度
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
不
服
申
立
権
を
認
め
る
よ
う
な

改
正
を
固
に
要
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
不
当
表
示
の
事
件
の
多
く
が
、
企
業
内
部
関
係
者
か
ら

の
告
発
に
よ
っ
て
発
覚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
不
公
正

な
販
売
方
法
に
疑
問
を
感
じ
た
企
業
の
従
業
員
が
告
発
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
部
告
発
者
を
保
護
す
る
制
度
を
作
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題

(7) 

で
あ
る
。

資

E
 
景
品
表
示
法
に
よ
る
表
示
規
制

1
.
景
品
表
示
法
の
沿
革

景
品
表
示
法
制
定
の
契
機
の
一
つ
は
、
一
九
六
O
年
七
月
に
起
き
た
「
に

せ
牛
缶
」
事
件
で
あ
る
。
東
京
都
衛
生
局
に
、
缶
詰
に
蝿
が
入
っ
て
い
た

と
い
う
届
出
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
内
容
物
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
‘

牛
肉
と
表
示
し
て
一
般
に
市
販
さ
れ
て
い
る
缶
詰
の
大
部
分
に
馬
肉
や
鯨

肉
が
混
入
さ
れ
て
お
り
、
全
国
約
二

O
社
の
主
立
っ
た
メ
ー
カ
ー
の
う
ち
、

実
際
に
牛
肉
を
一

O
O
%
使
用
し
て
い
た
の
は
わ
ず
か
二
社
し
か
な
か
っ

た
。
他
の
メ
ー
カ
ー
は
牛
肉
と
表
示
し
て
、
馬
肉
や
鯨
肉
を
売
っ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
消
費
者
特
に
家
庭
の
主
婦
に
大
き
な
衝
撃
を
与

ぇ
、
社
会
的
な
大
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
規
制

す
る
有
効
な
手
立
て
が
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
、
公
正
取
引
委

員
会
は
、
独
占
禁
止
法
上
の
不
公
正
な
取
引
方
法
の
「
不
当
顧
客
誘
引
行

為
」
と
し
て
規
制
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
。
一
九
六
一
年
二
月
に
「
畜
肉
、

鯨
肉
等
の
か
ん
詰
業
に
お
け
る
特
定
の
不
公
正
な
取
引
方
法
」
を
定
め
、

「
に
せ
牛
缶
」
問
題
に
対
し
て
規
制
に
乗
り
出
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
虚
偽
表
示
は
氷
山
の
一
角
で
、
こ
れ
に
類
し
た

表
示
は
か
ん
詰
業
界
に
限
ら
ず
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
畜
肉
、

鯨
肉
等
の
か
ん
詰
業
に
お
け
る
特
定
の
不
公
正
な
取
引
方
法
」
を
定
め
る

公
聴
会
や
国
会
の
審
議
の
な
か
で
、
新
し
く
法
律
を
つ
く
っ
て
こ
の
種
の

行
為
に
つ
い
て
全
般
的
に
規
制
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
声
が
上
が
り
、

そ
れ
を
背
景
と
し
て
、
景
品
表
示
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
過
大
な
懸
賞
販
売
が
多
く
の
業
界
に
蔓
延
し
始
め
、

こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
強
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
虚
偽
表
示
と
過
大

な
景
品
付
販
売
を
対
象
と
す
る
法
律
と
し
て
景
品
表
示
法
が
制
定
さ
れ
た

(
8
)
 

の
で
あ
る
。

北法54(5・80)1624 

2
.
景
品
表
示
法
の
目
的

景
品
表
示
法
は
、
「
不
当
な
景
品
類
及
び
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を

防
止
す
る
た
め
、
独
占
禁
止
法
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
な



競
争
を
確
保
し
、
も
っ
て
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
は
、
不
当
表
示
は
、
誠
実
に
事
業
を
営
ん
で
い

る
事
業
者
の
顧
客
を
奪
い
公
正
な
競
争
を
害
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
阻
止
す

る
こ
と
が
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
論

理
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
表
示
↓
公
正
競
争
の
阻
害
↓

消
費
者
利
益
の
侵
害
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
正
取
引
委
員
会

の
実
務
で
は
、
公
正
競
争
阻
害
性
を
問
う
こ
と
な
く
、
不
当
表
示
が
あ
れ

ば
法
を
適
用
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
不
当
表
示
は
、

消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
行
為
の
な
か
に
公
正
競
争
阻
害
性
が

内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
公

正
競
争
の
阻
害
が
当
然
発
生
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
-

不
当
表
示
は
直
接
に
消
費
者
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
不
当
で
あ
る

(9) 

と
把
握
さ
れ
て
い
る
」
も
の
と
思
わ
れ
る
。

東アジア文化と近代法(14)

3
.
景
品
表
示
法
の
概
要

ω
表
示
の
定
義
(
第
二
条
第
二
項
)

景
品
表
示
法
は
、
表
示
と
は
、
「
顧
客
を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
広
告
そ
の
他
の
表
示
で
あ
っ
て
、

公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
」
と
定
め
て
い
る
。
景
品
表

示
法
で
い
う
「
表
示
」
と
は
、
「
広
告
そ
の
他
の
表
示
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
広
告
で
あ
る
表
示
と
広
告
で
な
い
表
示
を
含
ん
だ
広
義
の
表

示
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
「
表
示
」
に
つ
い
て
は
、
公
正

(ω) 

取
引
委
員
会
の
告
示
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
変
化
の
著
し
い
実

態
に
速
や
か
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に

(
日
)

裁
量
権
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

間
不
当
表
示
の
禁
止
(
第
四
条
)

景
品
表
示
法
第
四
条
は
、
次
の
表
示
を
禁
止
し
て
い
る
。

制
商
品
又
は
役
務
の
口
間
質
、
規
格
そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
の
優

良
誤
認
(
第
一
号
)

①
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤

認
さ
れ
る
表
示

例
一
.

一O
万
以
上
走
行
し
た
車
に
「
三
万
五
千
キ
ロ
メ
ー
タ
走

行
」
と
表
示
し
た
場
合

②
競
争
事
業
者
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
一
般
消
費

者
に
誤
認
さ
れ
る
表
示

例
二
.
「
こ
の
新
技
術
は
日
本
で
は
当
社
だ
け
」
と
広
告
し
た
が
、

実
際
は
競
争
事
業
者
で
も
同
じ
技
術
を
使
っ
て
い
た
場
合

川
商
品
又
は
役
務
の
価
格
そ
の
他
の
取
引
条
件
に
つ
い
て
の
有
利

誤
認
(
第
二
号
)

①
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤

北1:1;54(5・81)1625 



料

認
さ
れ
る
表
示

例
三
.
優
待
旅
行
で
は
な
い
の
に
優
待
旅
行
と
表
示
し
た
場
合

②
競
争
事
業
者
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
一
般
消
費

者
に
誤
認
さ
れ
る
表
示

例
凹
.
実
売
価
格
に
対
す
る
比
較
対
照
価
格
を
周
辺
地
域
で
販
売

し
て
い
る
同
種
商
品
よ
り
高
く
見
せ
か
け
て
、
い
か
に
も
自
分

の
庖
が
安
い
よ
う
に
み
せ
か
け
る
表
示
を
し
た
場
合

(ロ)

公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
表
示
(
第
一
一
一
号
)

取
引
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
表
示
で
あ
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る

も
の
。

資

(c) 

現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
①
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等

に
つ
い
て
の
表
示
、
②
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
、

③
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な
表
示
、
④
不
動
産

の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
お
よ
び
⑤
お
と
り
広
告
に
関
す
る

表
示
、
の
五
件
で
あ
る
。

同
排
除
命
令
(
第
六
条
)

公
正
取
引
委
員
会
は
、
:
:
:
第
四
条
〔
不
当
表
示
の
禁
止
〕
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
為
の
差
止
め
、
再
発
防
止
措
置

等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

制
都
道
府
県
知
事
の
指
示
権
(
第
九
条
の
二
)

都
道
府
県
知
事
は
、
:
:
:
第
四
条
〔
不
当
表
示
の
禁
止
〕
の
規
定
に
違

反
す
る
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
取
り
や
め
等
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

同
公
正
競
争
規
約
(
第
一

O
条
)

事
業
者
又
は
事
業
団
体
は
、
:
:
:
表
示
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
公

正
取
引
委
員
会
の
認
定
を
受
け
て
、
不
当
な
顧
客
の
誘
引
を
防
止
し
、
公

正
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
の
協
定
、
規
約
を
締
結
、
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

北法54(5・82)1626 

4
.
景
品
表
示
法
の
特
色

景
品
表
示
法
制
定
時
あ
げ
ら
れ
て
い
た
そ
の
特
色
は
、
以
下
の
四
点
で

あ
る
。
第
一
は
、
変
化
の
著
し
い
経
済
実
態
に
速
や
か
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
表
一
不
等
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
法
律
で

定
め
ず
、
公
正
取
引
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
た
こ
と
で
あ
る
(
第
二
条
第

二
項
〔
表
示
の
定
義
〕
お
よ
び
第
四
条
第
三
号
〔
公
正
取
引
委
員
会
が
指

定
す
る
表
示
〕
)
。

第
二
は
、
景
品
表
示
法
違
反
に
つ
い
て
、
独
占
禁
止
法
上
の
審
査
・
審

判
手
続
き
を
経
な
い
で
、
排
除
命
令
に
よ
っ
て
」
、
迅
速
か
つ
効
果
的
に

差
止
め
、
再
発
防
止
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で



あ
る
(
第
六
条
)
。

第
三
は
、
事
業
者
ら
の
自
主
協
定
で
あ
る
公
正
競
争
規
約
の
制
度
を
導

入
し
た
こ
と
で
あ
る
(
第
一

O
条
)
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
業
者
ら
に
よ
る

相
互
監
視
、
相
互
抑
止
に
よ
っ
て
不
正
な
行
為
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

第
四
は
、
景
品
・
表
示
規
制
の
権
限
の
一
部
を
都
道
府
県
知
事
に
委
任

し
た
こ
と
で
あ
る
(
第
九
条
の
二
以
下
)
。
こ
れ
は
、
立
法
時
に
盛
り
込

ま
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
三
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
一
部
地
方
的
な
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
は
各
都
道
府
県
に
委
ね
、

公
正
取
引
委
員
会
は
全
国
的
な
ま
た
は
重
要
な
事
件
の
処
理
に
集
中
す
る

こ
と
を
狙
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法(14)

5
.
小
括

景
品
表
示
法
が
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
適
正
な
表
示
の
開
示
に
つ
い
て
で
あ
る
。
景
品
表
示
法
で
は
一
般

消
費
者
に
誤
認
を
与
え
る
表
示
が
禁
止
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
(
第
四
条

一
・
一
一
号
)
の
で
、
適
正
な
表
示
の
開
示
そ
の
も
の
を
事
業
者
に
義
務
付

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
重
要
事
項
に
つ
い
て
表
示
が
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
一
般
消
費
者
に
誤
認
を
与
え
る
場
合
に
は
、
不
当
表
示

と
し
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
不
表
示
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
他
の
表
示
事
項
に
関
連
し

て
お
り
、
不
表
示
に
よ
っ
て
他
の
表
示
事
項
が
異
な
っ
た
印
象
を
与
え
て
、

消
費
者
の
選
択
を
誤
ら
せ
る
場
合
に
は
、
規
制
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
誤
認
招
来
表
示
の
規
制
を
通
じ
て
間
接
的

に
不
表
示
等
が
規
制
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
景
品
表
示
法

第
四
条
第
一
・
第
一
一
号
に
よ
る
規
制
に
は
限
界
が
あ
る
。

第
四
条
第
三
号
の
「
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
不
当
表
示
の
指
定
」

を
利
用
し
て
、
特
定
事
項
の
説
明
が
な
い
た
め
に
表
示
自
体
が
消
費
者
に

誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
、
不
当
表
示
と
し
て
指
定
す
る
途

も
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
消
費
者
へ
の
適

(
日
)

正
表
示
提
供
の
第
一
歩
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

公
正
競
争
規
約
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
適
正
表
示
の
提
供
も
重
要
で
あ
る
。

表
示
に
関
す
る
公
正
競
争
規
約
は
、
七

O
規
約
設
定
さ
れ
て
い
る
(
二

0
0
一
年
一
二
月
)
0

こ
れ
ら
の
規
約
に
お
い
て
は
、
消
費
者
が
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
が
必
要
表
示
事
項
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
景
品
表
示
法
の
枠
を
超
え
て
消
費
者
に
対
す
る

適
正
表
示
の
提
供
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
ち
に
優
良
誤
認
・
有
利
誤
認
と
は
い
え
な
い
不
当
表
示
へ
の
対
処
の

問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
強
調
し
た
健
康
食
品
等
の
表
示

内
容
に
つ
い
て
、
優
良
誤
認
が
あ
る
と
し
て
不
当
表
示
の
問
題
と
す
る
場
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料

合
に
は
、
景
品
表
示
法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
実
際
の
も

の
」
‘
す
な
わ
ち
実
際
に
販
売
さ
れ
て
い
る
商
品
に
表
示
ど
お
り
の
効
能
・

効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
効
能
・
効

(M) 

果
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
た
と

え
当
該
商
品
の
広
告
に
お
い
て
表
示
さ
れ
て
い
た
体
験
談
等
に
つ
い
て
虚

偽
の
内
容
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
「
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優

良
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
」
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
が
あ
る
。
有
利
誤
認
の
場
合
も
同
じ
様
な
問
題
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
へ
対
処
す
る
た
め
に
は
、
効
果
・
効
能
を
う
た
う
事

業
者
に
そ
の
実
証
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
手
続
規
定
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
第
四
条
第
一
号
・
第
二
号
を
全
面
改
正
し
、
対

(
日
)

象
範
囲
を
も
っ
と
広
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

日
本
法
の
改
正
を
考
え
る
際
に
、
韓
国
の
「
表
示
及
び
広
告
の
公
正
化
に

(
凶
)

関
す
る
法
律
」
が
参
考
に
な
る
。

違
反
に
対
す
る
実
効
性
確
保
に
つ
い
て
も
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
だ
け
し
て
お
く
。

資

町

お
わ
り
に

』
〉
∞
法
は
い
ち
早
く
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
今
し
ば

ら
く
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
景
品
表
一
不
法
に
よ
る
表
示
規
制
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
に
設
置
さ
れ
た
「
消
費
者
取

引
問
題
研
究
会
」
に
お
い
て
、
景
品
表
示
法
の
運
用
を
含
め
て
大
幅
な
見

直
し
が
進
行
中
で
あ
る
o

私
も
こ
の
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
員
で
あ
る

が
、
最
終
報
告
書
が
今
月
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま

(
口
)

た
の
機
会
に
報
告
し
た
い
と
考
え
る
。
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注

(
1
)

一
九
九
七
年
か
ら
日
付
が
製
造
年
月
日
か
ら
期
限
表
示
に
変
更

さ
れ
、
弁
当
や
惣
菜
な
ど
品
質
が
急
速
に
劣
化
し
や
す
い
食
品
に

は
消
費
期
限
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
賞
味
期
限
ま
た
は

品
質
保
持
期
限
と
い
う
日
付
表
示
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

消
費
期
限
と
は
、
「
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に

腐
敗
、
変
敗
そ
の
他
の
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
期
限
」
の
こ
と
で
、
賞
味
期
限
ま
た
は
品
質
保
持

期
限
と
は
、
「
適
切
に
保
存
し
た
場
合
に
、
そ
の
製
品
に
期
待
さ

れ
る
す
べ
て
の
品
質
特
性
が
十
分
に
保
持
し
う
る
と
認
め
ら
れ
た

期
限
」
の
こ
と
で
あ
る
。
賞
味
期
限
ま
た
は
品
質
保
持
期
限
の
意

味
は
同
じ
で
あ
る
が
、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
で
は
賞
味
期
限
を
、
食
品
衛
生
法
で
は
品
質

保
持
期
限
を
使
っ
て
い
る
(
森
田
満
樹
「
食
品
の
表
示
制
度
」

γ
一
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コ
ノ
ミ
ス
ト
二
O
O
二
年
七
月
一
一
一
一
一
日
号
二
三
頁
参
照
)
。

(
2
)
岸
井
大
太
郎
ほ
か
『
経
済
法
1

独
占
禁
止
法
と
競
争
政
策
〔
第

三
版
補
訂
〕
』
有
斐
閣
(
二
O
O
二
年
)
六
頁
参
照
。

(
3
)
資
料
一
(
略
)
を
参
照
。

(
4
)
社
団
法
人
日
本
農
林
規
格
協
会
(
』
〉
∞
協
会
)
『
』
〉
印
制
度
の
手

引
き
』
二
O
O
二
年
八
月
版
参
照
。

(
5
)
和
田
正
江
「
消
費
者
か
ら
み
た
食
品
表
示
の
問
題
点
と
対
処
法
」

国
民
生
活
二
O
O
二
年
一

O
月
号
二
ハ
頁
は
、
農
水
省
が
』
〉
∞
法

の
品
質
表
示
基
準
の
対
象
・
表
示
項
目
を
一
挙
に
拡
大
し
す
ぎ
、

監
視
体
制
が
そ
れ
に
追
い
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
6
)
鈴
木
深
雪
「
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
表
示
施
策
を
め
ぐ
る
課
題
」

国
民
生
活
二
O

O
二
年
一

O
月
号
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
塩
谷

善
雄
「
食
品
の
安
全
と
消
費
者
の
選
択
独
立
性
が
関
わ
れ
る
食

品
安
全
委
員
会
l
」
国
民
生
活
二
O
O
二
年
一

O
月
号
二
五
頁
は
、

「
日
本
の
食
品
安
全
行
政
で
最
大
の
問
題
点
は
、
食
品
産
業
の
振

興
策
と
安
全
規
制
を
、
同
じ
部
署
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」

と
指
摘
す
る
。

(
7
)
日
本
経
済
新
聞
(
二
O
O
二
年
八
月
二
九
日
}
に
よ
る
と
、
「
内

閣
府
は
消
費
者
保
護
策
を
検
討
す
る
国
民
生
活
審
議
会
で
、
内
部

告
発
し
た
人
が
企
業
内
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る

制
度
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
を
年
内
に
審
議
す
る
予
定
」
と
の
こ

と
で
あ
る
。

(
8
)
韓
国
に
も
同
様
の
法
律
と
し
て
、
「
表
示
及
び
広
告
の
公
正
化
に

関
す
る
法
律
」
が
あ
る
。
同
法
は
日
本
の
景
品
表
示
法
の
う
ち
、

表
示
規
制
に
関
す
る
部
分
に
相
当
し
、
不
当
な
景
品
類
の
提
供
の

規
制
は
、
独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
特
殊
指
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
(
中
山
武
憲
『
韓
国
独
占
禁
止
法
の
研
究
』
信
山
社
(
二
O

O
一
年
)
四
三
二
頁
参
照
)
。

(
9
)
川
井
克
倭
・
地
頭
所
五
一
男
『
Q
&
A

景
品
表
示
法
l
景
品
・

表
示
規
制
の
理
論
と
実
務
』
青
林
書
院
(
二
O
O
一
年
)
一
九
頁
。

(
叩
)
「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
一
不
防
止
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
景

口
叩
類
及
び
表
示
を
指
定
す
る
件
」
(
公
取
委
昭
和
三
七
年
生
口
一
不
第
一
一
一

口万)。

(
日
)
一
九
九
八
年
の
告
示
改
正
に
よ
っ
て
、

I
T
機
器
を
利
用
す
る

広
告
そ
の
他
の
表
示
が
追
加
さ
れ
た
。

(
ロ
)
第
三
口
す
の
指
定
は
、
告
示
に
よ
っ
て
行
う
。
告
示
の
制
定
に
当

た
っ
て
は
、
公
聴
会
を
聞
き
関
係
事
業
者
及
び
一
般
の
意
見
を
求

め
る
必
要
が
あ
る
(
同
法
第
五
条
)
。

(
日
)
拙
稿
「
消
費
者
利
益
の
確
保
と
競
争
政
策
」
公
正
取
引
六
0
0

号
(
二
0
0
0
年
一

O
月
)
五
五
頁
参
照
。

(
M
H
)

公
正
取
引
委
員
会
は
、
カ
ン
キ
ョ

l
空
気
清
浄
機
事
件
(
公
取

委
平
成
二
三
年
九
月
一
一
一
日
審
判
審
決
)
に
お
い
て
、
「
一
般
に
、

事
業
者
が
広
告
に
よ
り
商
品
の
性
能
・
効
果
を
標
ぼ
う
す
る
場

合
・
:
、
特
に
、
そ
の
商
品
が
一
般
消
費
者
に
は
な
じ
み
が
薄
く
、

ま
た
、
擦
ぼ
う
す
る
内
容
に
お
い
て
新
し
い
型
で
あ
る
こ
と
、
新

し
い
性
能
・
効
果
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
強
調
す
る
場
合
に
は
、
根
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料

拠
と
な
る
実
験
結
果
や
デ

i
タ
l
等
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
不
可

欠
の
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
の
種
の
商
品

に
つ
い
て
デ
l
タ
!
な
し
に
表
示
す
る
場
合
に
は
、
不
当
表
示
と

な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
(
拙
稿
「
不
当
表
示
の
要
件
と

審
判
手
続
き
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
平
成
一
三
年
度
重
要
判
例
解
説
二
六

二
頁
参
照
)
。

(
日
)
そ
の
場
合
、
現
在
は
「
不
当
顧
客
誘
引
規
制
」
の
法
理
に
基
づ

い
て
い
る
不
当
表
示
規
制
の
法
的
根
拠
を
、
新
た
に
ど
こ
に
求
め

る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
(
川
浜
昇
「
競
争
秩
序
と
消
費
者
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
一
一
三
九
号
二
二
頁
参
照
)
。

(
凶
)
韓
国
法
で
は
、
①
虚
偽
又
は
誇
張
し
た
表
示
又
は
広
告
、
②
欺

繭
的
表
示
又
は
広
告
、
③
不
当
な
比
較
広
告
お
よ
び
④
誹
誇
表
示

又
は
広
告
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
中
山
・
前
掲
注

(
8
)
参
照
)

0

(
げ
)
消
費
者
取
引
問
題
研
究
会
報
告
書
『
消
費
者
政
策
の
積
極
的
な

推
進
に
向
け
て
」
は
、
平
成
一
四
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
景
品
表
示
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
(
平
成
一
五
年
五

月
一
六
日
成
立
、
同
月
一
一
一
二
日
公
布
)
。
改
正
の
主
要
な
点
は
、

合
理
的
根
拠
な
く
著
し
い
優
良
性
を
示
す
不
当
表
示
の
効
果
的
な

規
制
の
た
め
の
規
定
を
新
設
し
た
こ
と
(
四
条
二
項
)
、
都
道
府

県
に
よ
る
執
行
力
を
強
化
す
る
た
め
の
改
正
を
行
っ
た
こ
と
(
九

条
の
二
、
一
二
条
)
等
で
あ
る
。
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